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「人と動物との調和のとれた共生社会」を実現するために、一人一人が自分にできることに取り組みましょう

船橋市

犬猫の飼養・管理に関するガイドライン
～人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指して～

発行 令和3年7月

・犬の登録・狂犬病予防注射
・散歩はリードを付け、伸縮リードは短くロック
・ふんの持ち帰り ・災害対策 等

犬はルールやマナーを
守って飼いましょう

・飼う前に考えること（チェックリスト）
・最後まで飼い続けること
・保護犬や保護猫を迎えませんか

飼い主になるということは
全てに責任を持つこと

・ＴＮＲ活動や地域猫活動を検討しましょう
・飼い主を探し、屋内飼養を目指しましょう 等

飼い主のいない猫対策は
地域で取り組みましょう・不妊手術をしましょう

・所有明示（迷子札等）をしましょう
・災害対策 等

飼い猫は屋内だけで飼いましょう


